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衆
議
院
議
員
佐
藤
謙
一
郎
君
提
出
塩
ビ
製
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器
具
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関
す
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再
質
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対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

Ｄ
Ｅ
Ｈ
Ｐ
を
含
む
点
滴
用
チ
ュ
ー
ブ
に
つ
い
て
は
、
人
体
へ
の
有
害
作
用
が
現
時
点
で
は
明
ら
か
で
は
な
く
、
標
準
的
な

溶
出
試
験
法
も
確
立
し
て
い
な
い
こ
と
等
か
ら
、
現
在
の
と
こ
ろ
、
薬
事
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
四
十
五
号
）
に
基

づ
く
承
認
申
請
に
際
し
て
Ｄ
Ｅ
Ｈ
Ｐ
の
溶
出
量
に
係
る
デ
ー
タ
の
提
出
を
求
め
て
い
な
い
。

政
府
と
し
て
は
、
内
外
の
科
学
的
知
見
を
収
集
す
る
と
と
も
に
、
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
医
療
用
具
に
係
る
溶
出
物
質
の
ば
く

露
量
の
評
価
に
関
す
る
研
究
等
を
進
め
る
こ
と
に
よ
り
、
承
認
申
請
に
際
し
て
Ｄ
Ｅ
Ｈ
Ｐ
の
溶
出
量
に
係
る
デ
ー
タ
の
提
出

を
求
め
る
こ
と
を
含
め
、
今
後
の
対
策
の
在
り
方
に
つ
い
て
検
討
し
て
ま
い
り
た
い
。

二
に
つ
い
て

廃
棄
物
の
焼
却
に
伴
う
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
の
生
成
量
は
、
廃
棄
物
中
の
ポ
リ
塩
化
ビ
ニ
ル
（
以
下
「
Ｐ
Ｖ
Ｃ
」
と
い
う
。
）

の
含
有
量
よ
り
も
、
廃
棄
物
焼
却
施
設
の
構
造
及
び
維
持
管
理
の
状
況
に
よ
っ
て
大
き
く
異
な
る
。
Ｐ
Ｖ
Ｃ
を
含
む
医
療
廃

棄
物
に
つ
い
て
も
、
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
対
策
特
別
措
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
五
号
）
第
八
条
第
一
項
に
基
づ
く
排
出

基
準
並
び
に
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
七
号
）
第
十
五
条
の
二
第
一
項
第

一



一
号
に
基
づ
く
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
構
造
に
関
す
る
技
術
上
の
基
準
及
び
同
法
第
十
五
条
の
二
の
二
に
基
づ
く
産
業
廃

棄
物
処
理
施
設
の
維
持
管
理
に
関
す
る
技
術
上
の
基
準
に
従
っ
て
焼
却
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
の
生
成
量

を
効
果
的
に
削
減
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
Ｐ
Ｖ
Ｃ
を
含
む
医
療
廃
棄
物
と
Ｐ
Ｖ
Ｃ
を
含
ま
な
い
医
療
廃
棄
物
を
分
別
し
、
焼
却
方
法
を
区
別
す
る
必

要
は
な
い
と
考
え
て
い
る
。

二


